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開
始
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月
日
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業
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総
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研
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所
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之

印

地
方
機
関

長

印

一
般
文
書
用

新

平
成
二
十
八
年　

 

一
月
一
日

旧

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
二
号

　

国
土
調
査
法
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和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
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第
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九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
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国
土
調
査
の
成
果
を
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証
し
た
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平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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調
査
を
行
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た
者
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大
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市
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期
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籍
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及
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査
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行
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域
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認
証
年
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十
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年
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日
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十
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規
定
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よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
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を

認
証
し
た
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成
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十
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一
月
十
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宮
城
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知
事　
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浩　
　
　

一　
　

１　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

川
崎
町

　

２　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　
　

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で

　

３　
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の
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田
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仙
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田
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八
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五
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四
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〇
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〇
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〇
〇
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一
〇
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一
八
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〇
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四
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〇
五
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〇
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二
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四
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五
〇
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同

同

六
三
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同

一
、
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一
一

二
一
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〇
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同

同
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三
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五
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四
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九
・
〇
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二
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〇
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同

同

同

六
四

－

一

同

同

一
、
一
九
四

一
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〇
〇
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宮
城
県
告
示
第
四
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
気
仙
沼
地
区
に
つ
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関

し
、
次
の
従
前
の
土
地
を
、
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地

市
町
村
名

大　

字

字

地　

番

地
目

用
途

地
積
㎡

特
に
減
ず
る

地
積
㎡　
　

気
仙
沼
市

本
吉
町

窪

八
八

－

一

田

田

一
、
四
四
七

三
七
・
〇
〇

同

同

同

八
九

－

一

同

同

一
、
二
四
〇

六
一
九
・
〇
〇

同

同

同

九
二

畑

畑

一
、
一
七
五

一
〇
五
・
〇
〇

同

同

同

九
四

－

一

田

田

二
、
一
二
〇

三
三
三
・
〇
〇

同

同

同

九
四

－

二

同

同

一
三
八

一
二
・
〇
〇

同

同

同

九
五

－
一

同

同

三
、
二
三
九

三
五
〇
・
〇
〇

同

同

同

一
〇
〇

－

一

同

同

一
、
〇
五
九

二
二
八
・
〇
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

石
森
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
八
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
三
百

二
十
六
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾

沿
岸

渡
波
漁

港
海
岸

佐
須
地

区
海
岸
　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ヰ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と
ヰ
点
を

結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点 　

石
巻
市
渡
波
字
佐
須
一
番
二
地
先
金
属
標
（
北
緯
三
八
度
二
四
分

一
五
・
八
九
〇
三
秒
東
経
一
四
一
度
二
二
分
〇
九
・
八
七
七
六
秒
）

イ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
二
〇
三
度
〇
〇
分
九
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
一
八
一
度
〇
〇
分
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
一
九
八
度
〇
〇
分
一
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
二
一
六
度
〇
〇
分
二
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
一
七
六
度
〇
〇
分
二
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
二
〇
七
度
〇
〇
分
一
〇
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

ヘ
点
か
ら
一
六
五
度
〇
〇
分
五
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
一
七
九
度
〇
〇
分
一
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
一
四
四
度
〇
〇
分
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
一
〇
三
度
〇
〇
分
二
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
八
四
度
〇
〇
分
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
一
三
四
度
〇
〇
分
二
一
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
一
九
四
度
〇
〇
分
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
二
〇
九
度
〇
〇
分
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
二
〇
一
度
〇
〇
分
一
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
三
一
四
度
〇
〇
分
二
〇
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
二
八
五
度
〇
〇
分
三
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
三
二
四
度
〇
〇
分
三
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
三
四
八
度
〇
〇
分
二
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
二
九
八
度
〇
〇
分
六
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
二
七
度
〇
〇
分
一
四
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
一
度
〇
〇
分
二
八
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム
点　

ラ
点
か
ら
六
九
度
〇
〇
分
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
点　

ム
点
か
ら
一
一
九
度
〇
〇
分
七
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヰ
点　

ウ
点
か
ら
二
〇
四
度
〇
〇
分
二
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

鳴
子
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
新
屋
敷
一
五
一
番
九
地
先
か

ら同
市
鳴
子
温
泉
字
新
屋
敷
一
八
番
八
地
先
ま
で

前

　

七
・
六
〜

 

一
六
・
〇

 

三
六
・
三

後

一
三
・
七
〜

 

一
八
・
七

 

二
七
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

鳴
子
停
車
場

線

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
新
屋
敷
一
五
一
番
九
地
先
か
ら

同
市
鳴
子
温
泉
字
新
屋
敷
一
八
番
八
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

 

一
月
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
一
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
二
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
準
防
火
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
三
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

　

２　

名
称　

大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区

　
　
　
　
　
　

特
別
工
業
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
四
号

　

大
和
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所
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宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
五
号

　

大
和
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

南
富
吉
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
六
号

　

あ
ぶ
く
ま
川
水
系
角
田
地
区
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　

総 

一 

郎　
　
　

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
代
行
会
社
変
更
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
修
正
業

務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
電
気
株
式
会
社
東
北
支
社　

仙
台
市
青
葉
区
中

央
四
丁
目
六
番
一
号　
　

五　

契
約
金
額　

二
千
八
百
五
十
一
万
二
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

国
税
連
携
デ
ー
タ
変
更
等
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
修
正
業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
一
月
七
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
電
気
株
式
会
社
東
北
支
社　

仙
台
市
青
葉
区
中

央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

契
約
金
額　

二
千
八
百
八
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

い
な
ば
定
後
援
会

野
田　

佳
雄

佐
竹　

清
隆

遠
田
郡
涌
谷
町
猪
岡
短
台
字
愛
宕
一
七

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
九
日

川
崎
町
を
考
え
る
会

支
倉　

照
朗

尾
形　

榮
一

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
北
原
三
七

－

二

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
七
日

日
本
臨
床
検
査
技
師
連

盟
宮
城
県
支
部

佐
藤　
　

誠

阿
部
美
彌
子

仙
台
市
若
林
区
清
水
小
路
五

－

六

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

公
明
党
宮
城
県
本
部

庄
子　

賢
一

代

表

者

の

氏

名

庄
子　

賢
一

石
橋　

信
勝

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
六
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

伊
藤　

和
博

庄
子　

賢
一

公
明
党
仙
台
太
白
総
支

部

横
山　
　

昇

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
郡

山
六

－

一

－

一

仙
台
市
太
白
区
ひ

よ
り
台
四
八

－

三

八

平
成
二
十
七
年

十
二
月
二
十
八
日

代

表

者

の

氏

名

横
山　
　

昇

小
野
寺
初
正

自
由
民
主
党
富
谷
町
支

部

山
路　

清
一

代

表

者

の

氏

名

山
路　

清
一

相
澤　

武
雄

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
一
日

日
本
の
こ
こ
ろ
を
大
切

に
す
る
党
参
議
院
宮
城

県
第
一
支
部

和
田　

政
宗

政
治
団
体

の

名

称

日
本
の
こ
こ
ろ
を

大
切
に
す
る
党
参

議
院
宮
城
県
第
一

支
部

次
世
代
の
党
参
議

院
宮
城
県
第
一
支

部

平
成
二
十
七
年

十
二
月
二
十
一
日

日
本
の
こ
こ
ろ
を
大
切

に
す
る
党
名
取
市
議
会

第
一
支
部

吉
田　
　

良

政
治
団
体

の

名

称

日
本
の
こ
こ
ろ
を

大
切
に
す
る
党
名

取
市
議
会
第
一
支

部

次
世
代
の
党
名
取

市
議
会
第
一
支
部

平
成
二
十
七
年

十
二
月
二
十
五
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

愛
と
緑
と
活
力
あ
る
県

政
研
究
会

加
藤　

泰
裕

代

表

者

の

氏

名

加
藤　

泰
裕

松
下　
　

士

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
十
五
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

永
澤　

芳
樹

瀬
川　

和
幸

青
葉
の
会

白
木　

敏
夫

会
計
責
任
者

の

氏

名

千
葉　

芳
樹

黒
田　

哲
雄

平
成
二
十
七
年

 

八
月
一
日

明
日
の
宮
城
の
農
村
を

考
え
る
会
（
宮
城
県
土

地
改
良
政
治
連
盟
）

伊
藤　

康
志

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上

杉
一

－

一
七

－

一

八

仙
台
市
青
葉
区
北

根
三

－

二
五

－

二

〇

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
一
日

石
川
光
次
郎
後
援
会

松
本　

信
一

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
宮
城
野
区

福
田
町
一

－

一
二

－

二
〇

仙
台
市
宮
城
野
区

燕
沢
東
二

－

一

－

二
三

平
成
二
十
七
年

 

十
月
三
十
日

内
海
太
後
援
会

内
海　
　

太

会
計
責
任
者

の

氏

名

髙
橋　

義
喜

髙
橋　

邦
雄

平
成
二
十
七
年

 

八
月
十
四
日

鎌
田
さ
ゆ
り
後
援
会

鴇
田　

勇
雄

政
治
団
体

の

名

称

鎌
田
さ
ゆ
り
後
援

会

鎌
田
さ
ゆ
り
連
合

後
援
会

平
成
二
十
七
年

十
一
月
二
十
五
日

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
泉
中

央
一

－

三
四

－

六

仙
台
市
青
葉
区
大

町
二
丁
目
一
一

－

三
二

－

一
〇
二

代

表

者

の

氏

名

鴇
田　

勇
雄

塚
原　

文
夫

会
計
責
任
者

の

氏

名

渡
邊
千
鶴
子

須
田
恵
美
子

吉
川
ひ
ろ
や
す
を
囲
む

会

松
下　
　

士

代

表

者

の

氏

名

松
下　
　

士

長
岡　
　

大

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
十
五
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

三
浦　

圭
樹

草
壁　

博
司

斉
藤
と
し
お
後
援
会

阿
部　

修
久

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

亘
理
郡
山
元
町
浅

生
原
字
新
田
一

－

六
四

亘
理
郡
山
元
町
山

寺
字
大
堤
下
一

－

四
四

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
二
十
日

さ
ゆ
り
会

清
野　

貞
代

政
治
団
体

の

名

称

さ
ゆ
り
会

白
ゆ
り
会

平
成
二
十
七
年

十
一
月
二
十
五
日

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
泉
中

央
一

－

三
四

－

六

仙
台
市
青
葉
区
大

町
二
丁
目
一
一

－

三
二

－

一
〇
二

代

表

者

の

氏

名

清
野　

貞
代

鎌
田
さ
ゆ
り

す
ず
き
新
津
男
後
援
会

鈴
木
新
津
男

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

多
賀
城
市
高
橋
二

－

五

－

三
一

多
賀
城
市
高
橋
二

－

一
六

－

七

平
成
二
十
七
年

十
二
月
二
十
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

鈴
木
新
津
男

西
大
條
英
幸

税
理
士
に
よ
る
橋
本
き

よ
ひ
と
後
援
会

髙
橋　
　

要

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
取
市
植
松
四

－

一
八

－

三
五

柴
田
郡
大
河
原
町

字
緑
町
二
六

－

一

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
十
日
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代

表

者

の

氏

名

髙
橋　
　

要

佐
藤　
　

茂

全
日
本
不
動
産
政
治
連

盟
宮
城
県
本
部

小
林　

妙
子

代

表

者

の

氏

名

小
林　

妙
子

齋
藤　
　

晋

平
成
二
十
七
年

 

六
月
十
五
日

た
て
い
し
光
弘
後
援
会

齋
藤　

清
幸

会
計
責
任
者

の

氏

名

小
島　

重
幸

川
田　
　

章

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
十
四
日

千
葉
あ
さ
こ
後
援
会

千
葉
阿
佐
子

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
子

平
町
一
一

－

三

仙
台
市
若
林
区
河

原
町
一

－

五

－

一

五

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
十
日

な
と
り
の
元
気
魂
大
友

康
信
応
援
会

大
泉　
　

勇

代

表

者

の

氏

名

大
泉　
　

勇

一
ノ
瀬
龍
治
郎

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
十
五
日

野
田
譲
政
経
懇
話
会

野
田　
　

譲

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
上
谷

刈
三

－

七

－

二
九

仙
台
市
泉
区
南
光

台
七

－

二
四

－

五

二

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

榊
原　

康
寛

佐
藤　

和
則

平
井
み
ど
り
と
歩
む
会

平
井　

緑
子

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
宮
城
野
区

原
町
一

－

三

－

六

六

仙
台
市
宮
城
野
区

燕
沢
東
一

－
三

－

二
六

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
二
十
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

く
ろ
か
わ
支
部

大
川　

明
雄

代

表

者

の

氏

名

大
川　

明
雄

大
崎　

勝
治

平
成
二
十
七
年

 

六
月
二
十
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

伊
藤
信
太
郎
後
援
会

熊
谷　

市
雄

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
日

岩
渕
よ
し
の
り
政
治
研
究
会

岩
渕　

義
教

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

岩
渕
よ
し
の
り
連
合
後
援
会

三
浦　

康
夫

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

内
海
太
後
援
会

内
海　
　

太

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

小
野
寺
初
正
後
援
会

小
野
寺
初
正

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

柴
崎
俊
信
後
援
会

的
場　
　

正

平
成
二
十
七
年
八
月
三
日

千
石
賢
一
後
援
会

千
石　

賢
一

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
四
日

も
ん
で
ん
英
慈
宮
城
県
後
援
会

阿
部　

雅
良

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

渡
辺
公
一
後
援
会

佐
藤　

孝
夫

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

岩
渕
よ
し
の
り
政
治
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
岩
渕
　
義
教

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
27. 12. ２

（
27. 11. 30解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

小
野
寺
初
正
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
小
野
寺
初
正

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
27. 12. 25（

27. 12. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

3,384,783 

　
　
　
前
年
繰
越
額

1,161,599 

　
　
　
本
年
収
入
額

2,223,184 

２
　
支
出
総
額

3,384,783 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

2,000,000 

　
　
　
個
人
分

2,000,000 

　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

223,000

　
　
　
セ
ミ
ナ
ー
収
入

223,000 

　
　
そ
の
他
の
収
入

184 

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

184 
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４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

1,134,907 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

152,898 

　
　
　
事
務
所
費

982,009 

　
　
政
治
活
動
費

2,249,876 

　
　
　
組
織
活
動
費

1,238,250 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

996,626 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

789,526 

　
　
　
　
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
開
催
事
業
費

207,100 

　
　
　
調
査
研
究
費

15,000 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
菅
井
　
三
代
治

1,250,000 東
松
島
市

　
　
菅
井
　
貞
子

750,000 東
松
島
市

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

伊
藤
信
太
郎
後
援
会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
伊
藤
信
太
郎

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
27. 12. 28（

27. 12. 10解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

岩
渕
よ
し
の
り
連
合
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 12. ２

（
27. 11. 30解

散
）

１
　
収
入
総
額

546,447 

　
　
　
前
年
繰
越
額

93,993 

　
　
　
本
年
収
入
額

452,454 

２
　
支
出
総
額

546,447 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
そ
の
他
の
収
入

452,454 

　
　
　
議
会
報
告
会

436,454 

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

16,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

546,447 

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

546,447 

内
海
太
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 12. 11（

27. 11. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

1,782,319 

　
　
　
前
年
繰
越
額

582,319 

　
　
　
本
年
収
入
額

1,200,000 

２
　
支
出
総
額

1,695,223 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

1,200,000 

　
　
　
個
人
分

600,000 

　
　
　
政
治
団
体
分

600,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

1,695,223 

　
　
　
人
件
費

990,000 

　
　
　
光
熱
水
費

94,961 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

170,857 

　
　
　
事
務
所
費

439,405 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
内
海
　
太

600,000 気
仙
沼
市

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
ア
ピ
ー
ル
21

600,000 東
京
都
千
代
田
区

柴
崎
俊
信
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 12. 21（

27. ８
. ３
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

千
石
賢
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 12. 14（

27. 12. 14解
散
）
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〇
宮
選
管
告
示
第
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

野
田　
　

譲

野
田
譲
政
経
懇
話

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈

三

－

七

－

二
九

仙
台
市
泉
区
南
光
台

七

－

二
四

－

五
二

平
成
二
十
七
年

 

十
一
月
一
日

平
井　

緑
子

平
井
み
ど
り
と
歩

む
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
宮
城
野
区
原

町
一

－

三

－

六
六

仙
台
市
宮
城
野
区
燕

沢
東
一

－

三

－

二
六

平
成
二
十
七
年

 

十
二
月
二
十
日

〇
宮
選
管
告
示
第
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

岩
渕　

義
教

岩
渕
よ
し
の
り
政
治
研
究
会

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

内
海　
　

太

内
海
太
後
援
会

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

小
野
寺
初
正

小
野
寺
初
正
後
援
会

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

鎌
田
さ
ゆ
り

白
ゆ
り
会

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
五
年
宮
選
管

告
示
第
百
四
十
一
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四
選
挙
区
支
部
の
平
成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

６　

資
産
等
の
内
訳
中

「伊
藤
信
太
郎

　
　
　
　

  24,080,000円

」
を
「伊

藤
信
太
郎

　
　
　
　

  20,050,000円

」
に
改
め
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
九
号

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

も
ん
で
ん
英
慈
宮
城
県
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 12. １

（
27. 12. １

解
散
）

１
　
収
入
総
額

42 

　
　
　
前
年
繰
越
額

42 

２
　
支
出
総
額

42 

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

42 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

42 

渡
辺
公
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
27. 12. １

（
27. 11. 27解

散
）

１
　
収
入
総
額

300,000 

　
　
　
本
年
収
入
額

300,000 

２
　
支
出
総
額

300,000 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

300,000 

　
　
　
政
治
団
体
分

300,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

300,000 

　
　
　
人
件
費

200,000 

　
　
　
光
熱
水
費

4,280 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

15,720 

　
　
　
事
務
所
費

80,000 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
宮
城
県
民
社
協
会

300,000 仙
台
市
青
葉
区
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政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
六
年
宮
選
管

告
示
第
百
二
十
四
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四
選
挙
区
支
部
の
平
成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

６　

資
産
等
の
内
訳
中

「伊
藤
信
太
郎

　
　
　
　

  27,890,000円
」
を
「伊

藤
信
太
郎

　
　
　
　

  23,860,000円

」
に
改
め
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
七
年
宮
選
管

告
示
第
百
五
十
八
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
一
選
挙
区
支
部
の
平
成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１　
収
入
総
額

　
　
　

  48,645,898円

」
を
「１　

収
入
総
額

　
　
　

  48,845,898円
」
に
、

「本
年
収
入
額

　
　
　
　

  30,900,000円

」
を
「本
年
収
入
額

　
　
　
　

  31,100,000円

」
に
改
め
る
。

３　

本
年
収
入
の
内
訳
中

「団
体
分

　
　
　
　
　
　

   9,830,000円

」
の
次
の
行
に
、

「政
治
団
体
分

　
　
　

 　

    200,000円

」
を
加
え
る
。

５　

寄
附
の
内
訳
中

「松
商
事
株
式
会
社

　
　
　

   250,000円　
仙
台
市
青
葉
区

」
の
次
の
行
に
、

「〔政
治
団
体
分

〕」、

「日
本
柔
道
整
復
師
連
盟

　

   200,000円　
東
京
都
台
東
区

」
を
加
え
る
。

　

自
由
民
主
党
宮
城
県
第
四
選
挙
区
支
部
の
平
成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

６　

資
産
等
の
内
訳
中

「伊
藤
信
太
郎

　
　
　
　

  30,590,000円

」
を
「伊

藤
信
太
郎

　
　
　
　

  26,560,000円

」
に
改
め
る
。
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